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廣瀬 真也様式第５号(第１５条関係) 

審議会会議録 
審議会等の 

名称 
第２回 瑞穂市行政改革推進委員会 

開催日時 
令和７年１１月２８日(金曜日) 

午後６時１５分から午後９時００分まで 

開催場所 瑞穂市民センター 第２会議室 

議題 （１）事業仕分け 

出席委員 

欠席委員 

 

出席委員 ８名 

髙梨 文彦会長、増田 行義副会長、伊藤 清美委員、 

宇野 睦子委員、小倉 妙子委員、佐々木 尚孝委員、 

中村 昌博委員、廣瀬 真也委員 

 

欠席委員 １名 

 廣瀬 啓司委員  
公開・非公開

の区分 

(非公開理由) 

公 開  ・  非 公 開 

傍聴人数 １人 

審議の概要 
 

 

 

開会 

【事務局】 

委員総数１０名に対し過半数を超える８名の出席があり、瑞穂市行政改革推

進委員会設置条例第６条第２項の規定に基づき会議が成立していることを宣言

した。（竹林 成熙委員：令和７年９月１８日死亡） 

 

会長挨拶 

【会長】 

 挨拶及び傍聴希望者の確認（傍聴希望者１名） 

 

【会長】 

配布資料について、事務局の説明を求めた。 

 

【事務局】 

配布資料についての確認を行った。 

 

 

議題（１）事業仕分け 
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【会長】 

 ３つの事業が選定された理由について、事務局の説明を求めた。 

 

【事務局】 

１つ目の自治功労者表彰事業については、費用に対して効果が見合わないこ

とを理由に選定した。 

２つ目の瑞穂大学合同社会見学についても、費用に対して効果が見合わない

ことを理由に選定した。 

 ３つ目の資源類集団分別回収奨励金交付事業は、対象者の目的や意義が失わ

れつつあり、継続的に実施している事業ということを理由に選定した。 

 

【会長】 

３つの事業は、どのように提案及び選定されたか確認を求めた。 

 

【事務局】 

 １つ目の自治功労者表彰事業及び２つ目の瑞穂大学合同社会見学については、

職員からの提案があり、３つ目の資源類集団分別回収奨励金交付事業は、財政

部局から提案し、３事業を選定した。 

 

案件 1：自治功労者表彰事業について 

 

【会長】 

 案件１の審議に入る前に、担当課の総合政策課の職員の入室について案内した。 

 ～総合政策課 部長、課長、課員１名入室～ 

 

【担当課】 

案件１「自治功労者表彰事業」について、評価シート及び配布資料に沿って、事業概要、

担当課の評価について説明をした。 

 

【会長】 

 引き続き、財政部局による評価についての説明を事務局に求めた。 

 

【事務局】 

 事業評価シートに沿って、財政部局の評価について説明した。 

 

【会長】 

 審議の流れ（質問、意見をおおむね１から２分程度一旦全員発言し、そのあと自由に追加

の質問等をすること）について説明。 

 Ａ委員に意見を求めた。 

 

【Ａ委員】 

事業継続は賛成ですが、メダルをもらってうれしいかどうかは疑問なので、

例えばよくあるのは置時計とかというものでもいいと思う。 

 

【会長】 

Ｂ委員に意見を求めた。 
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【Ｂ委員】 

担当課、財政部局ともにこの必要性についてはＡ評価をして共通している。

財政部局から、効果が見合わないと言われたが、効果というのはどのように考

えているのか。価格が見合わない。その価格を効果と考えているのかなという

ようなことをこの書きぶりからすると感じる。 

 表彰そのものは本当に記念品等の価格に限らずにプライスレスなものだと思

っているが、近年対象となる方が減少傾向にあるというのは、担当課としてこ

の表彰を続けていくうえで何か課題があるか聞きたい。 

 

【事務局】 

 金額の基準が明確にはないので、効果が見合わないというのは、なかなか難

しいが、表彰自体は金額ではないのかなというところで、効果が見合わないと

いう風に評価させていただいた。 

 

【担当課】 

 ここに提示してあります人数自体は減っているが、対象者の方の条件自体が

１０年以上やっているとか、１５年以上務めていただいているという方になっ

てきているので、そういった方々は、長く務めていただける方が少なくなって

きているのかなというところが 1 つ要因になるのかと考えている。 

 また、年によって多い年もあれば少ない年もあるため、人数に関しては順に

減っているわけではないという風に考えている。 

 

【会長】 

Ｃ委員に意見を求めた。 

 

【Ｃ委員】 

 この事業の見直しについては、後から述べるが、そもそもこの条例に対して

不満を感じている。というのは、市長であれ、副市長であれ、議員であれ、そ

れなりの報酬をいただいている。もちろん、毎年こういう時期になると、国も

県の表彰も、色んな新聞に載ってくる。これに対し、働いて評価を出すのは当

然のものだと考えており、まだ続けているのかと思った次第である。それはと

もかく、私もそういう関係にいた関係上、やはり先ほど言われたように、何年

務めたら何とかといって、記念品をいっぱい頂いて家にもたくさんある。 

 これから色々整理していかないといけない中で、思い出としてはあるかもし

れないが、例えば家族が亡くなった後、本当に処分に困ってしまうというよう

な形もある。 

市民としては、金額でどれぐらいの程度のものが出ているかというのを本当

に御存知かというのが疑問である。これからは、例えば感謝を込めるというも

のに対しては、表彰状だけぐらいにして、金品等を出すということに対して

は、もう少し違う面で税金等を使っていただけたらと思う。 

 

【会長】 

Ｄ委員に意見を求めた。 

 

【Ｄ委員】 

その必要性というものは、例えば１０年とか１５年以上その職を頑張ってい

ただいたということに対しての表彰というのは、ある程度必要かという風に思

う。 
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 ただ、一般市民として、こんなに高い銀の値段というのが本当に必要かどう

かと、金額を見て私は本当に驚いた。新聞にも広報にも載っているが、表彰さ

れる方が、どういった形のものをいただいているかというのは分からないし、

私も以前、功労賞というものをいただいたが、大きな額に入った重たい賞状で

あった。先ほども言われたが、本人が亡くなった後に形として残るものって、

どのように始末していくのみたいなこともあるので、金額的にも非常に高いと

思うし、近隣の市町に合わせて、もっと下げて、例えば使えるもの、商品券な

りなんなりで消費できるもので、そういった表彰対象者に対して渡していくべ

きであると思う。 

 ですから、改善しながら継続でいいと思う。 

 

【会長】 

Ｅ委員に意見を求めた。 

 

【Ｅ委員】 

長年勤めた場合の功労は、どんな組織でも組織を維持するためには必要なこ

とで、永年勤めて御苦労様でしたという意味では、表彰というのは必要だと思

う。 

 ただ、表彰状だけでいいかというと、もらう側としては、何か表彰プラス副

賞みたいな感じのものがあると形のあるものとして残り、やはり報われたこと

を感じるので、メダルというのは非常に面白いと思った。 

 公務員系は銀杯とか金杯とかランク付けがかってあり、そういうものが副賞

となる。金銀などはつぶしてしまい、子供が売ってしまうという。金銭的な意

味でその人の活動証拠というか、家族の支えになって行くというのは良いが、

税金でやっているという観点では賞状で十分ではないかなという気がする。  

 賞状といっても印刷した賞状ではなく、手書きなら十分ではないかという気

がする。 賞状もランクがあり、手すきの和紙など見栄えが全然違う。 そうい

う紙であると、残しておいて何十年経ってもそのまま残るので、そういう風に

して行くのであれば、多少お金がかかっても賞状だけという考え方があり、賞

状はあまり良くないということであれば、盾とかの残る形式に金額的に落とし

ていってもいいと思う。 

 しかしながら、やはり日本的には、もらう賞状というのはありがたいという

気がする。感想としては、たくさん賞状を取っておく人もいらっしゃるし、亡

くなられた人の家に行くとずらずらっと賞状が飾ってあり、やはりその人にと

って長年勤めてきた色んな経験が、親族にとっても、家族にとってもそれが目

立つものという風になるので、やはりあった方がいいという気がする。 

 

【会長】 

Ｆ委員に意見を求めた。 

 

【Ｆ委員】 

 この自治功労者表彰は継続していただき、あった方がいいと思う。これは、

貢献を社会的に可視化していると思うし、先ほどの１５年から３０年に長きに

わたりということで歴史記録としての意義もあると思う。 

 ただ、他の委員さんが言われるように、評価基準が功労表彰ということで特

に評価基準が分かりにくいのと、あと透明性が不足しているのではないかと思

う。 

 評価して、自治の価値を高めるという意義はあると思うが、その一方で透明
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性の不足、またこのメダルを授与する費用対効果の検証、課題が必要ではない

かと思う。 

 結果的には、この表彰のみで、私は十分成立するのではないかと思うし、ま

た、過度な金品授与は、今後とどめていただきたいと思うし、このメダルの授

与は、果たしてこれ住民にどれだけ説明可能かというところも話を伺いたい。 

 

【担当課】 

 これはあくまでも想像でしかないが、勲章と言ったらメダルといったところ

の考えで、今まで来たのではないのかという風に想像する。 

 

【Ｆ委員】 

その考えだとおそらく、その表彰が今まで形式であるとか慣例化しているの

が今の状態になっていると思われるので、そこは十分見直す課題かと思う。 

 

【会長】 

Ｇ委員に意見を求めた。 

 

【Ｇ委員】 

 この事業自体は、今後も継続されるといいと思う。贈られるものに関して

は、できれば瑞穂市内で作られたものがいいと思う。仮にこれが、メダルが瑞

穂市内で作られているのなら、高価でもいいと思ったりするところもある。 

 

【Ｈ委員】 

１つ確認をさせていただくが、評価シートのコストのところで、令和４年

度、５年度、７年度というあたりは８８万とかこの辺りの数字になっている

が、令和６年度は１１万円ということで、対象者は１８名であるが、これは極

端にこの年だけ少ないのか、これはどういうことか。 

 

【担当課】 

１８名の内訳は、善行者表彰という金品のみになる方がほとんどであった。

そのため、１８名の内訳の中でメダルの購入が少なく、かつ商品券のお渡しに

とどまった方の、対象の方が多かったために１８という数字でありながら、令

和６年度のメダル購入費は低く抑えられている。 

 

【Ｈ委員】 

 

それから、効率性、有効性の評価についてＡという評価を担当課の方は出さ

れているが、取り分けこれはメダルであるということの効果についてどういう

意見があるか。 

 

【担当課】 

 評価シートにも書かせていただいたが、こちらとしても今のメダルはなかな

かそぐわないのではないかということを感じており、変えていくべきという風

には感じている。 

 

【会長】 

 他の意見を求めた。 ～なし～ 
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～採決記入 ・事務局により評価用紙回収   ・会長副会長による集計～ 

 

２番の改善しながら継続が３名、事業規模縮小が４名、事業廃止が１名である。 

 委員会の結果も踏まえていただき、今後の事業の在り方を御検討いただきたい。 

 

案件２：瑞穂大学合同社会見学 

 

【会長】 

 案件２の審議に入る前に、担当課の生涯学習課の職員の入室について案内した。 

 ～生涯学習課 課長入室～ 

 

【担当課】 

案件２「瑞穂大学合同社会見学」について、評価シート及び配布資料に沿って、事業概

要、担当課の評価について説明をした。 

 

【会長】 

 引き続き、財政部局による評価についての説明を事務局に求めた。 

 

【事務局】 

 事業評価シートに沿って、財政部局の評価について説明した。 

 

【会長】 

Ｇ委員に意見を求めた。 

 

【Ｇ委員】 

実際何歳ぐらいの方が利用されているのか。 

 

【担当課】 

 もともとこの瑞穂大学というのは、寿学部という６５歳以上のお年寄りの方が入る大学

と、女性限定の女性学部という 2 つの学部があった。こちらのほう令和５年に統合させてい

ただき、現在の形を取らせていただいている。イメージ的には、まだ高齢者大学が強くて、

６５歳以上ということになっているが、おおむね健幸学部としては、募集要項上は年齢の部

分は取って、現在募集している状況である。しかし、実際に加入している方は、６５歳を超

える高齢者の方が９割以上の状況である。 

 

【Ｇ委員】 

 ＰＴＡとしては、今頼りになるのは一線を退かれて、少し時間に余裕のある高齢者の方に

子供たちの見守りとか色んなことをお願いしている部分があるので、できればそういうのが

やはり楽しみで、待たれている方がいるのであれば、できれば継続していただいき、いつま

でも元気にと思う 

 

【会長】 

Ｆ委員に意見を求めた。 

 

【Ｆ委員】 

効果は、非常に数値化しにくいというか、成果指標があいまいになりやすい事業なのかと

思う。予算説明も少し難しいのではないかと思うし、利用者が限られていて、公平性や費用

対効果に疑問が着くのかなと考える。 
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 ただ、いわゆる健康寿命とかの部分においては、小さくてももう少し実効性のある学習制

作にしていただきたいと思うし、これがいわゆる高齢化であるとか地域衰退などの課題にど

う結びついているのかと思うし、そこのところはどうお考えであるか。 

 

【担当課】 

 瑞穂大学のこの健幸学部というもの全体の話を少しさせていただこうと思うが、今回その

瑞穂大学の健幸学部の１つの事業としてこの社会見学というものがある。隣にあるＣＣＮセ

ンターの大ホールを使って、月に１回ないし２回程度講座というものを、色んな分野の先生

や市内の職員等もお招きし、年間２０回程度別途市民講座みたいな形で瑞穂大学というもの

を実施させていただいている。 

 その中で社会見学というのは、１つの課外授業という部分の中で、実際に瑞穂市から出て

いただき、バスとかも含めてその会員同士の交流を図っていただく中で、受講生の方の楽し

みの１つの部分ということで、瑞穂大学自身がこの社会見学と年間２０回の講座という部分

で組み立てられているということで御理解いただければと思う。 

 

【会長】 

Ｅ委員に意見を求めた。 

 

【Ｅ委員】 

私も高齢者の一端になってみると、家族で出かけることはあっても誰かと一緒にどこかに

行くという機会はほとんどない。正直にいうと、高齢になってくるとコミュニケーションが

大事だと言うが、家族とのコミュニケーションぐらい。今は、民生委員しているので高齢者

とのコミュニケーションはあるが、集団でどこかへ行って何かをするということはほとんど

ない。  

 文化協会とか同じような趣味の人たちと一緒に行くというのは、非常に楽しいと思う。以

前は老人クラブなどがあってやっていたけど、私どもの地域では、それらの組織化がなくな

ってきてしまっている。 

 瑞穂大学は、同じような興味を持って講座を聞いているわけだから、その方々と一緒に座

学ではなくフィールドワーク的に外へ出て行き体験をするということは、非常に高齢者にと

っていいのではないかと思う。 私の父は絵を描いていたが、やはり老人大学というところで

旅行に行く。本人は足が悪いが、足が悪くても行く。そうすると、８０歳ぐらいで若い子だ

といわれる。一緒に行く絵の先生という人は９０歳、９０歳でも旅行に行くということは、

やはりコミュニケーションをとったり、一緒にどこかへ行って同じ体験して、帰ってきて話

をするというのは、非常にいい経験になると思う。 

 ただ、自己負担上の問題があるというので、市の援助はあっても、消耗品や飲み食いとか

ある程度の金銭を要求し、人数が少なくてもいいからバス１台になっても構わないからとい

うことで実施することはできないか。 

 

【担当課】 

瑞穂大学自身が毎年大学全体のアンケートというものを毎年取らせていただいていてやっ

ていたが、今年少し趣向を変えて、参加者に社会見学に参加した方にピンポイントで当て

て、別途アンケートに御協力をということでお願いをした。 

１４０名の方からアンケートの回答をいただき、その中で、参加費として３つの選択肢

で、安い、適当、高いという部分でアンケートを伺ったところ、安いという方が３５名、適

当という方が１０１名、高いという方が４名ということで、もう少し、上げれる余地はある

のかという風に感じた。 

 満足度については、とても良かった、良かったという人が９９％、１名だけあまりよくな

かったという方があった。その中で自由記載欄というものを設けた中で、何名かの方が、昔
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は社会見学の中で食事という部分の中で、合同で食事会場を提供し、食事の方もという風で

やっていたけれども、なかなか昨今一般会計の中で食事の方を出すという部分が難しくなっ

てきたところで、食事については、近年、自由というか、各自好きなところで食べてくださ

いという形を取らせていただいていた。 

実は今年に関しては、東山動物園で、自由散策の中で食事をとって欲しいという風に御依

頼をしたところ、アンケートの中では昼食場所を探すのが難しく大変だったとか、その中で

昼食場所を決めて欲しい、お金が高くなってもいいので、別途昼食も含めた参加費にして欲

しいというような御意見の方があった。 

 やはり、その時に私も一緒に随行させていただいた中で、少し話が逸れるが、バスガイド

さんと少し話す機会があり、昼食は大事な時間で、コミュニケーションをとるなら、みんな

で食事取って、みんなで話をしたりとか、友達になる機会があるから、市がやるのであれ

ば、どこか昼食を取れるような会場とかも考えてあげた方が良いのではないかと、バスガイ

ドさんからもアドバイスをいただき、予算上どういう風にできるか分からないが、次年度以

降は継続という形を取らせていただいていただくのであれば、試験的に参加費を上げてで

も、昼食をつけてみたところどのぐらいの参加者があるのかというところを模索していきた

いと考えている。 

 

【Ｅ委員】 

かって団体で旅行へ行くために、毎月お金を少しずつ貯めて実行した。そういうものっ

て、瑞穂大学はあるのか。 

 

【担当課】 

 現金を集めて、行政の方で通帳を持つ時代はなかなか難しくなってきている。昔は、やっ

ていたが、振込みという形をとって、現金が動かないような仕組みということで、積立とい

うのはなかなか難しいと感じている。 

 

【会長】 

Ｄ委員に意見を求めた。 

 

【Ｄ委員】 

 私も瑞穂大学に入らせていただいているが、旅行に関しては最初のうち１千円とか２千円

で本当に行けるかという、あとの費用は、どこからどうやって出ているのかと思うぐらい安

いと思った。 

 最初の時は、食事があったり、昨年度は食べるところを見つけるのが大変とか、時間が無

くなって食べられないとか、今年に関しては、東山動物園で、普段あるようなラーメン屋さ

ん、そういうところで食べるしかないということがあり、私たちよりも上の年の方は探すの

は本当に大変かなという風に思った。 

 旅行というとやはり食事が楽しみという女性の方の参加が多いもので、こういった修学旅

行みたいな企画をするというのは、今後も続けていただきたい。とても皆さん喜んでいらっ

しゃるので、とてもいい企画かと思う。多少、食事代が入って金額が上がっても、私はやっ

ていただいた方がいいと思う。 

 例を挙げると、私たち瑞穂女性の会の方でも研修旅行というのを行うが、基本的に食事が

ついて１万円である。 

 瑞穂大学に関してはバスも多いし、参加者が多いので本当に食事場所を確保するにはとて

も大変なことかという風に思った。こういった企画は、皆さん本当に喜んでいらっしゃるの

で、続けていただきたいと思う。 
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【会長】 

Ｃ委員に意見を求めた。 

 

【Ｃ委員】 

１千円だった時に、私は違う立場で１千円に対しては異議を申し立てた。というのは、今

の世の中、１千円というのはありえないという話から、今度２千円になったが、上げたなと

いう感じで。 

 その中で、今年はどのぐらいになるかと思ったら、３千円だが、結局は、実質２千円の参

加費で、やはりこれは段々見直していく金額かと思う。 

 もともとは、瑞穂大学の授業の一環としてやっているので、例えば年間行事の中で、社会

見学に行くところの事前の勉強会とかそういうものをくっつけて、やはり勉強という意味の

基本姿勢というのは崩さない方がいいと思う。 

 前もどこかに行ったときに、前日にお勉強していったことがあった。私は、一人一人の参

加だけではなく、地域交流の場として考えている。バスの中で、今度は、例えばこういう動

物園なら何を見るのかということをバスの中で話し合いをして、こういうところが有名だか

らテレビにも取り上げられているということで、このポイントを知っているものが教え合っ

て、要はバスの中でお勉強会をする。 

 私は、当日、杖をついて行った。杖をついていることによって、荷物を持ちましょうかと

か、例えばこういう側溝なんかが危ないよとか、助け合いの気持ちも生まれてくる。そうい

う意味では、私は、お金ももちろんやはり費用にあったお金は上げていくべきだと思う。 

この事業というのは、やはり高齢者の生きがいの場であり、助け合いの場となっている。

その夜、私たちその帰りに食事をした。これは、ずっと続いているが、そういうところでま

た 1 つ深めるという意味で、そういう地域との交流、やはりお互いに高齢者は高齢者で助け

合わないといけないという意味も含めて、やはりこういう、ただ授業に行って帰ってくるだ

けの授業でなくて、旅行に行って話し合いをもっと密にするということに対しても、なかな

か、皆さん今って高齢者が集まるところって、老人クラブもどんどんどんどん減少していく

中で、資料を見て費用の負担になるかもしれないけれども、行ける人はやはりそういうとこ

ろへ行かしてあげるべき。 

 例えば弱者は、今言ったように高齢者のタクシーチケットを使うとか、どんどん補助の仕

方は変わってくると思うので、元気な人は、こういう補助の仕方、それから弱者は弱者の補

助の仕方というのも、やはり行政の方も考えていただいて、ただただお金がかかるからもう

やめようというだけの事業ではちょっといけない思う。 

 

【会長】 

Ｂ委員に意見を求めた。 

 

【Ｂ委員】 

 この事業の目的、必要性については３点あり、参加者が新たな知見を得る、瑞穂大学の中

でそういった役割があるという点で、大きく生涯学習にもつながっているということを思

う。 

 ２つ目の交流を深めるという点では、皆さんの話にも合ったように、普段接する人以外の

人とのコミュニケーションを図る、そういう場として十分価値があると思う。 

 それから、外出の機会を提供するということで、私も高齢者になるけども、自分一人で個

人としてそういった場所に段々行けなくなる方に、こういう場があることで、そういった方

のある意味知見を広げる、生涯学習を進めるというそういう意欲にもつながってくると思

う。 

 私もずっと昔にこの担当者として同伴したことがあるが、そのころは良き時代、悪しき時

代というか、お酒を召されて御機嫌になる人もいたし、温泉に入って気分悪くなる人もいた
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し、どちらかというと日帰りの慰安旅行であった。 

 今、例えばそういった日帰りの旅行であれば、おそらく無料でお土産付きで、行かなけれ

ばならないところが決まっていて、かえって高くついてしまうツアーもいっぱいある。そこ

との差別化として、瑞穂大学としてこの事業を進めていくだけの価値のある内容であれば、

私はそれが一番かと思う。 

 今後、瑞穂市民大学ということで、年齢制限を持たず、色んな年齢層の方が参加できるこ

ういった大学にしていきたいというような方針が市の方で出ているようなので、参加の枠が

広がるならば、新たな参加者を得てこの事業を継続されていくと思う。 

 金額的には、これは年によって１人当たりの単価がかなり違うが、その中で３千円は安い

のか高いのか、半額ぐらいだったらいいだろう、その辺は他のいわゆる受益者負担の事業と

の兼ね合いもあると思う。ただ、受益者負担の事業に比べて、極端に自己負担が少ないとい

うことであれば、やはり考えなくてはいけないと思う。 

 最後に、市長さんがいつもウェルビーイングな市民生活が子供から高齢者に至るまで得ら

れるような市にしていきたいという思いを強く持たれるならば、この事業もその一環として

とても価値がある事業であると思う。 

 

【会長】 

Ａ委員に意見を求めた。 

 

【Ａ委員】 

今、自治会長やっているので、驚いたことがあるが、敬老会というコミュニティで、前は

４０名、今年は５０名の方と人数が増えてきている。考えているが、何が原因かと。お互い

に顔を見合わせて、声をかけてまわって、元気かとか、これが生きがいであると。 

 それが終わってから、参加者の中の娘さんからお叱りを受けた。母が帰ってこないがとい

うことであったが、なんということはなく、お友達と久しぶりに会え、話していたとのこ

と。 

瑞穂大学で企画されて、色んな場を与えてくれるのは本当にうれしいということを思う。

私も後期高齢者になったが、学ぶ機会が大事だと思うので。 

 やはり、こういう場があるとお互い声かけあって、またこうやって元気に、自分でまた学

びを見つけてやる、本当にいいと思う。こうやって、みんなで楽しくどこか行くって素敵な

企画なので、ぜひ続けていただきたい。 

 

【Ｈ委員】 

私からは１点、事務局に御質問であるが、評価としてまだまだ参加者負担が

見合っていないということで書かれている。コストの方を見ると、事業費に対

し、参加者負担金で賄われている財源がだいたい３割から４割ぐらいというと

ころであるが、財政部局としてはこの参加者負担金が全体のどの程度を支える

ようになれば、見合っているというような数字になるか。 

 

【事務局】 

 具体的にいくらというところまでは、現在、申し上げられないが、引き上げ

をするに当たっても、急激な負担増というのも、高いのではないかという御意

見もあると思うし、先ほどの話にあったバランス等もあるので、その辺も含

め、負担の方は考えていかなければならない。 

 先ほども少し担当課の方からもあったが、参加者の方が増えれば、バスの借

上げ等の負担も減るかと思うので、その点も見直しが必要なのではないかと思

うので、その辺も踏まえて負担がどうあるべきか考えていかなければならな

い。 
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【Ｈ委員】 

 大学の方も、バスの借上げ費用は高騰して、バスの台数は、例えば２０人が

４０人になると、必ず１台のバスに乗る人数が当然倍になるので、1 人当たり

の負担は下がが、ある程度の台数に達してしまうと、費用的にはあまり変わら

ない。１人当たりのコストはあまり変わらない。その辺はどうか。 

 

【担当課】 

 評価シートの下の方に事業実績というところがあるが、毎年５台バスの方を

手配させていただいている。できるだけ高齢者の負担を軽減するために、５台

を集合場所３か所それぞれ分けさせていただき、できるだけ近いところで駐車

場が確保できるという部分の中で、乗車の方の割り振りをさせていただいてい

る。 

 参加者としては、ゆとりがあってバスは座りやすいが、財政部局の発言のと

おり、やはり５台で４０人乗りであれば、定員としては２００人までは募集と

して受ける余地があり、今年でいくと５０人近くはまだ申込みとして受け入れ

る余地があった。その中で、やはり申込みの仕方とか、食事という部分を今ま

でちょっと軽んじていたところもあったので、そういう部分の中で手法を変え

て、また募集をかけ、できるだけ定員の２００人に近いという部分でやるなか

で、工夫して利用者を増やし、かかる経費に対する市の収入の増加を努力して

いきたいと考えている。 

 

【Ｈ委員】 

これは去年１４９人の参加であった場合、４０人乗りだと４台で賄える計算

になるが、それでもやはり５台で１回契約をしてしまうと４台に減らすのは難

しいということと理解した。 

 

【Ｃ委員】 

 個人的な費用の負担についてとか、授業の在り方については皆さん話された

と思うが、私参加させていただき、市の職員さんが随行していただいている。

それに対し、市の担当課として丸１日職員を何名か出すわけですけれども、そ

れに対して大丈夫かと。例えば市の職員の代わりにそういうバス会社の人など

をつけて、少しは高くなるかもしれないが、こういうことも検討していく必要

があるのではないか。緊急の場合には、毎年色々あるが、それに対して対処で

きる人数は要るのかもしれないが、５人なら５人全部この職員がついて行かな

ければいけないのかというのは、皆さんお忙しい中で大変だということもあっ

て、そういうこともまた考えるべきかと思っている。 

 

【担当課】 

 実は、Ｃ委員の言われるとおり、実は１つの課で５人を１日出すというのは

非常に難しい。正規職員で５人出せなかったため、業務外の会計年度任用職員

さんにもお願いをして乗っていただいた。 

 実は私も行ったら、東山動物園も熱田神宮も行ったが、迷子になられるお年

寄りの方がいた。 

職員は、バス１台ずつ要ると思ったし、実は私たちのところは緊急車両用に

ということで、１台別途バスに乗らずに何かあったときように車でついていく

という、病院に行ったりとか、救急車ということもあるが、実際に東山動物園

でおひとり転倒されて、東山動物園で車いすを借りて、バスまで運んでとかと

いう風で、実際出発時間が遅れたりした。 
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バスの中で会員の方たちとの交流とか、アンケートの中で職員の方にとても

やさしくしていただけたみたいな感じの回答も何人かあったので、職員にとっ

ても必要な時間というか、そういう接する機会という部分の中で、無駄ではな

かったという部分では感じているので、それなりに成果はあると思っている。 

 

【Ｂ委員】 

一言だけ、昨今全てのものが値上げで当たりになってきて、我々も仕方がな

いかと半分あきらめてその値上げを受け入れていくしかない状態で、あくまで

もこの事業を維持するために必要な受益者負担として上がることはやむを得な

いけども、世の中の物価が全部上がっているから、バス代が上がっているから

上げるという、安易にそちらの考えには至ってほしくないと。 

 だからこそ、この事業はその物価の分は別として維持していくために必要な

金額としてこれだけは必要かということで、その受益者負担が結果的に上がる

のはいいと思う。説明がきちっとあれば。むしろ安くなってもいいので。検討

をお願いしたい。 

 

【会長】 

 他の意見を求めた。 ～なし～ 

 

～採決記入 ・事務局により評価用紙回収   ・会長副会長による集計～ 

 

２番の改善しながら継続が７名、事業規模縮小が１名である。 

 委員会の結果も踏まえていただき、今後の事業の在り方を御検討いただきたい。 

 

一旦休憩（５分間）後再開 

 

案件３：資源類集団分別回収奨励金交付事業について 

 

【会長】 

 案件３の審議に入る前に、担当課の環境課の職員の入室について案内した。 

 ～環境課 課長入室～ 

 

【担当課（環境課）】 

案件３「資源類集団分別回収奨励金交付彰事業」について、評価シート及び配布資料に沿

って事業概要、担当課の評価についてについて説明をした。 

 

【会長】 

 引き続き、財政部局による評価についての説明を事務局に求めた。 

 

【事務局】 

 事業評価シートに沿って、財政部局の評価について説明した。 

 

【会長】 

 Ｄ委員に意見を求めた。 

 

【Ｄ委員】 

 現状として、やはりＰＴＡの方が実際に以前のように各家庭で出したものを集めるという

ことはない。私は、女性の会に入っているけども、やっていない。 
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 そういうことに関して、各団体に入っているけども、先ほど言われたように、現実に行っ

ていないのが非常に多く、分別、資源化できるものというのを個人の意識が高くなってきて

いると思う。 

 リサイクルボックスみたいなのが、結構色んなところに勝手に捨てられる場所が設けてあ

る。例えば、歩いて持って行けるとか、台車で持って行けるとかそういうところも非常に増

えてきているので、結構そういうところで捨てられている方も多いと思う。 

 あと、各区でプラごみだとびん、缶というのを集める係があり、当番があり、公民館のと

ころに持って行ける人は、集めて捨てるということを現実的にやっている。 

 このため、この事業の縮小というのは、考えた方がいいと思う。 

 

【会長】 

 Ｃ委員に意見を求めた。 

 

【Ｃ委員】 

目的とか必要性を見ると、先ほどＤ委員が言われたように、回収する場所が増えたという

ことと、美来の森とも拡大されてきており、こういう意識も高まっている中で、持って行け

る場所がたくさんあるという風にすごく思っている。 

 例えば、ＰＴＡにしたら、子供に対し、資源ごみに対する意識を高めるという意味ではい

いかもしれないが、例えば、ペットボトルのポイント入れるところは、親子で来て、一緒に

ゲーム感覚で入れている。そういうものは分別して入れないといけないということは、やは

り家庭内でもだいぶ皆さん話されてきているのかと思うため、やはりこういう対象団体にど

うしてもこれが必要なのかというのは教育的とか、そういういろんな意味で必要なのかとい

うのは思う。 

 感心したのは、牛牧小学校の敷地内に回収ボックスが設置されているということで、子供

にとって教育的にボックスが身近にあって、こういう風にお父さんとかおじいちゃんおばあ

ちゃんが持ってくるというのを身近で見られる。敷地内にあるから、教育面でとてもいい。

そういうことが許されるところがあれば、ＰＴＡの活動という意味から、ＰＴＡの財源にす

るためにそういう活動をするから協力しないといけないという意味で強く思っていたけれ

ど、やはりやられていないところが多くなってきているとか、ＰＴＡの方の負担ということ

も考えると、こういう時代は終わったのかなという風に思う。 

 

【会長】 

 Ｂ委員に意見を求めた。 

 

【Ｂ委員】 

 この事業概要の目的、必要性、前半がとにかくごみ減量化につなげるという狙い。後半に

市民の意識向上にと書いてある。これは、どちらに重きを置いているのか。私自身が考える

のは、やはり前半の部分、とにかく再資源化を一番の目的として回収を進めてもらいたいと

思う。 

 今、ＰＴＡにしても子供会にしても、老人会にしても、その組織自体をどうやって継続維

持していくかというのが課題になっている。 

 例えば、ＰＴＡとしても、その組織自体を維持していくためには、ある意味こういう部分

をより効率よくすることで、そこで得られた交付金を団体の活動支援に回すという風では、

時代の流れとして当然であると思う。 

 ただ、財政部局は実質的な活動がないのに支援金を受け取っているとか、あるいは奨励金

を受け取っている状況は適切であると言えるのか、ここを問題視されているのはおかしいと

思う。 

 集め方を問題視してこの事業改善ということは、みんなで汗をかいて集めればいいのか、
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財政部局は、どのように考えているのか聞かせていただきたい。 

 

【事務局】 

そもそものこの資源集団分別回収奨励金という交付金の目的が集団、集まって分別、回収

したことに対して報償するもので、我々からすると、そういう集団分別をしない、ただ学校

の敷地に分別回収ボックスを無償で提供して、置いているだけ。あること自体に意義はある

かもしれないが、それは本当に活動なのかというと疑問であるため、こういう評価になっ

た。 

 

【Ｂ委員】 

 街頭に置いてあっても、どこにあってもそこに入れる人たちは複数の集団である。集め方

が集団でないだけで、個別に持ってくるだけであって、集まっているのが集団のものが集ま

っているという風に思う。何かここからは集め方自体を課題視して事業仕分けしているとい

うような、そこが私はどうも納得できないというか、考えてみたいと思う。 

 

【会長】 

 Ａ委員に意見を求めた。 

 

【Ａ委員】  

Ｂ委員の考えに賛成である。私は中小校区ですが、中小でも今ボックスがあったので、ち

ょっと移動しましたけれども、その時にやはり朝ごみ出しに行くと、親子でごみを持ってき

たり、そういう姿が見られて、子供はそれで結構育つと思う。昔のように、廃品回収でこう

やって集めてという形ではないかもしれないが、そのところは大事にしてやっていかないと

いけないのではないかと思う。一生懸命学校で働きかけしたりして、やっていくことも、子

供のためには大事なことだと。やはりＳＤＧｓの意識をちゃんとつけていかないといけない

と思う。 

 昔のように、こうやって集まってやるということはなかなか難しい時代になってきたの

で、方法を工夫しやっておられる。趣旨は同じなので、時代に合った形にして、そこにどう

いう補助をするかと思う。むしろそうなら、この規約を変えていけばいいだけのことなの

で、そういう発想の仕方をして欲しいなということを思う。 

 

【Ｈ委員】 

 私からは確認だけさせていただくが、事業概要の内容の実施方法で、以前は戸別収集であ

ったがとあるが、戸別収集とは具体的にどういう風に収拾されているのか。コロナ前の戸別

収集は。 

 

【担当課】 

戸別収集というのは、実際に対面ということで、例えば、子供会が主体となって集めてい

るところもあれば、学校に持って行く日にちを決めて各校外委員が持ってくるといった各々

戸別で集めてきて収集するという役員とか、その自治体で集めてからやっているという対面

式ということになるが。今、形が変わってしまい、コンテナを置いて、各自持ってきてもら

うという形のことを伝えたかった。 

 

【Ｈ委員】 

財政部局の評価の方では、実質的な活動がない状態というところで書いてあるが、これは

例えば回収ボックスの整備をするとか、分別が誤っているものを修正、訂正していくといっ

たような作業もしていないということか。 
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【担当課】 

コンテナが置いてあり、そこに何を入れるという風に指定があるので、正確に分別を、利

用者さんにしてもらっているので、そういった仕分とかそういったものは必要がないという

状況がある。 

 

【会長】 

 Ｇ委員に意見を求めた。 

 

【Ｇ委員】  

 まず、ＰＴＡとしての活動の廃品回収であるが、実はＰＴＡの方が負担だからやめたいと

言ってなくなった活動ではなく、回収業者さんが今までの量が回収できないからもうやめさ

せて欲しいというか、もうやらないと言われた。その結果、実は穂積小学校だけボックスを

置いていなかった。そもそも駐車場も狭く、土地がない中で、やはり敷地内のことに対する

アレルギー反応が、一般の親さんよりも学校側からあった。 

 でも活動がなくなる、子供たちのごみに対する勉強する環境がなくなる、色んなことがあ

り、その当時、ＰＴＡ副会長だったけれども、その時の校長先生と教育総務課の担当の方と

話し合い、思い切って学校内にボランティアで場所を作って、業者さんにお願いをしてボッ

クスを置いてもらった、実は自治会の中では、お年寄りばかりが住まわれているところに、

子供会が行って、ごみを代わりに持って行ってあげようという活動もやっているらしく、そ

の場所をやはり作る必要があったので、学校内に色んな、心配される御意見があったもの

の、作りました。 

 ということで、活動をやってないわけではない。今、親さんも終日仕事をされていて、平

日お父さんも一緒に学校について来れるという日がある。その時にごみ、段ボールやそうい

うものを一緒に持って行って、子供と一緒に通学しながらごみを捨てるという、そういう風

に形を変えざるを得なくて替えたが。 

 地域の回収業者の中のある業者は、このボックスに関しては、穂積小学校に全額寄付しま

すというのもあって、一応やはりお金は必要なので、そういうのも学校内でそのボックスの

名前を決めようとか、イラストをつけようとか、募集して、一般市民の方にできれば、この

ボックスに入れていただければ、穂積小学校に直接お金が来るというのをアピールするため

の活動もしている。 

 このため、活動がないと言われると少し寂しい部分は大変ある。望んでこういう形になっ

たわけではない。できれば、周りの公園に集まってみんなでやった方がいいけど、どうして

もそれができなくなったので、というのが実情である。 

 

【会長】 

 Ｆ委員に意見を求めた。 

 

【Ｆ委員】  

ちょっと整理させていただきたいが、この担当課による評価の方針が１で、財政部局が方

針４でとても乖離がある。これは担当によると、この右下の児童生徒のところに、ＰＴＡが

主な交付団体となっており、ＰＴＡ活動することで子供たちへのごみの減量や資源化の位置

づけとなっていると書いてある。これ財政部局のこの方針４の上に、先ほども会長も話され

たと思うが、以前ＰＴＡで活動していた対面的な実質的な活動は現在行えておらず、奨励金

を受け取っている状況は適切とはいえないということは、これは奨励金目的の形式な回収に

なっているので、この状態で奨励金を受益し続けるのは、公平性に疑問がつくから適切であ

るとは言えないということの認識で合っているか。 
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【事務局（財務情報課長）】 

そのとおりである。 

 

【Ｆ委員】 

合っているとすると、この認識に対して担当課の方に関してはどう思っているか。合って

いるか。 

 

【担当課】 

 担当課としては、やはりＰＴＡとして今までコロナ前のこと、コロナになってからことも

あるが、一応形を変えてでも何とかそういったごみに集団分別とか、そういった意識付けと

いうものを込めてやっていただいているということを思っているので、必要な活動だととら

えている。 

 

【Ｆ委員】 

 そうすると、この回収方法が変われば財政部局の方針は変わるということか。 

 

【事務局】 

以前の様に戻れば、奨励金を交付するのはいいけども、金額としては少し近隣より高いの

で、金額としては見直す必要があるが、以前のような活動に戻るのであれば交付してもいい

と思う。 

 

【Ｆ委員】 

その見解だと、これ方針４ではなく、方針２になるのではないか。 

 

【事務局】 

どちらともいえる。金額の縮小もあるので、事業規模縮小ということである。 

 

【会長】 

 Ｅ委員に意見を求めた。 

 

【Ｅ委員】 

この収集回収奨励金が出る前に、妻がＰＴＡを担当していましたので、廃品収集を行って

いたが、実施するとお金が入ってくる状態であった。なぜかというと、アルミ缶と普通の缶

が捨てられている状況で、ビンもその辺に捨てられていた。紙は大量に出ていて、それを集

めると紙屋さんに引き取ってもらえたため、そういうのを全て集めたら、直接業者さんのと

ころへ運び込むというやり方も取っていた。かなりお金になるのでやっていたが、それから

変わってきて缶類がみなさんから出ない。 

 ごみステーションが各自治会に設けられ、そこでペットボトルとかの容器類は全部集めら

れビンも集められ、ＰＴＡが扱うのは紙だけとなった。新聞か雑誌の収集になり、それだけ

がお金に変えられるので、ＰＴＡ実は子供会がやっていた。子供会の方たちが先導して、た

くさん集まる時は何回かやっていたが、段々と紙も集まらず年に１回ぐらいになってきてい

た。 

 というのは、各地に業者の回収場所があり、家の中にためておくのではなくて、そこへ出

してしまうということになった。ＰＴＡの方たちは朝早く集めて、業者さんが置いていた袋

の中に投げ込むという形式だったが、集まる量が少なくて業者からもメリットがないからや

めるということで、子供会の方からも、コロナ禍からも止めていた収集の再開を計画したが

収集中止となった。中止連絡とともに、穂積小のところにボックスがあるので、そこに入れ

てくださいという通知があり、今はそこへ持って行って入れるようにしている。ただ、買い
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物ついでに入れるところがたくさんあるので、そちらの方に入れてしまう。 

 では今後どうするかというと、果たして奨励することが学校単位であり、学校単位で集め

たものに対して奨励金が出るのであれば、これは何か学校に寄与するのではないかというこ

とで、私はそこの部分は残していいと思う。しかし、この表を見ると、子供会とＰＴＡが、

令和５年まではやっていたけど、ちょうど収集しなくなった令和６年度・令和７年度になる

とＰＴＡだけになっている。 ベルマークも集めないということになってしまったので、ＰＴ

Ａとして何か収入が あるかというと、この奨励金だけになってくるような気がする。ああい

う回収セットを置いているのであれば、その設置機材分の収入があってもいのではないかと

いう気がする。 

 それに、回収の呼びかけをすると通っている子たちも見るので、ここへ入れれば自分たち

が潤うということが分かるようになってくる。単に廃棄されるのではなくて、それが資源と

して役立つということが分かるのであれば、そういう意味で置いておけば、この奨励交付事

業というのもある程度割り切って、団体からの申込みのみという、公的な性格を有して、ち

ゃんと申請が行われて、回収装置があるということに限定すれば、これは結構まだこれから

やっていく必要があるのではないかと思う。 

 やはり、資源を再利用しなくちゃいけないということを認識させるためには、特に小学校

はいいと思うのでやって欲しいと思う。 

あとは、市の回収機があり、缶類とペットボトル類の回収を子供さんたちが喜んでやってい

るのを時々見かけるので、それはそれでやっておいて、これはこれで 現状のままでなくて事

業規模を縮小しながらでも続け行って欲しいと思う。  

 

【会長】 

 追加で御質問あるいは御意見あれば。 

 

【Ｂ委員】 

先ほどＦ委員が財政部局に問われたことに対して、財政部局が元に戻れば事業継続すると

いう返答をしたが、それはとても危険な意見ではないかと思う。元に戻すことはできないと

分かっていて、組織上、活動上、それはもう答えはだめだ、縮小と言っているだけではない

か。 

 例えば、本日、ＰＴＡの連合会の会長さんが参加されているが、それを連合会で今日こう

いう話し合いがあったと言われたら、ＰＴＡの連合会としてはどういうことだということ

で。元に戻ればやるという。無理なことを言われているような感じがしてならないが、財政

部局どうか。 

 

【事務局】 

無理かどうかは、分からない。 

 

【Ｂ委員】 

分からない、できない、元通りみんなで集めてやるなんてことは、今組織として難しいで

はないか。 

 

【事務局】 

それは、コロナがあったので。 

 

【Ｂ委員】 

コロナがあっても、なくなっても、それぞれの組織が、今組織として維持していくことが

精いっぱいである。その中で苦肉の策として、効率よくできるためにこの方法をやっている

と思う。それを元に戻さないと、この奨励金縮小、単価を下げるとか上げるとかの問題なら
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別だけれども。それを理由とするのは、ぜひＰＴＡ連合会で言って欲しい。 

 

【事務局】 

 それが難しいのであれば、この集団分別というのは変えないと、ちょっと趣旨が変わって

くるのではないかということである。 

 

【Ｂ委員】 

それが行政の仕事ではないか。 

 

【事務局】 

はい。それで我々は担当課といつもやっているが。 

 

【Ｂ委員】 

 でも担当課は１として評価しているから、それを４として評価しているのは財政部局なの

で。 

 

【事務局】 

４としている理由には、金額が高いということが１番多くあるので。 

 

【Ｂ委員】 

 実質的な活動がない状態、ここに引っかかっている。 

 

【事務局】 

両方書いてあるが、４のウエイトは金額の方である。 

 

【Ｂ委員】 

これを理由とすること自体が、市として違うのではないかと思う。 

 

【事務局】 

 財政部局としては、そう考えている。 

 

【Ｂ委員】 

 ぜひ伝えて欲しい。市政に対して、財政部局としてはそうだけども、市民としてはそうい

う意見が出ているということをきちっと伝えていただきたい。 

 

【Ｅ委員】 

団体名でＰＴＡと書かれて、件数が６件とか２件とか、これは申請した件数ということ

か。 

 

【担当課】 

それは、まだ現在年度途中なので、今、途中の数値が上がっているということである。 

１２ぐらいになると思う。 

 

【Ｅ委員】 

ということは、最終１２ぐらいになるか。 

 

【担当課】 

１２ぐらいになると思う。 
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【Ｅ委員】 

これは毎月１回申請してくるということは、ＰＴＡに入ってくるからいいと思うが。 

 

【担当課】 

やっていないところは、中学校２つである。 

 

【Ｇ委員】 

 穂積中学校と穂積北中学校のＰＴＡがやっていないが、やっていないところが出てくると

いうのは、この差は何か。 

 

【Ｆ委員】 

 私の子は、穂積中学校に行っているが、学校の回収は、１２月にある。 

 

【Ｇ委員】 

去年はないのでは。 

 

【Ｆ委員】 

去年もやっているはずである。 

申請されていないのが、不思議である。 

 

【担当課】 

買取単価が５円を超えてくると、うちの奨励金の対象になってこないため、それ以上の単

価で買い取ってもらったりしたら、奨励金の対象にはなってこないという。そういうことも

あるかもしれない。雑誌とかではないのかもしれない。 

 

【Ｇ委員】 

結構古くなった金属類とか。 

 

【担当課】 

単価が高くて上がっていないのかもしれない。自転車とかそういったもの。 

 

【Ｆ委員】 

 車のタイヤのホイールとか。 

 

【担当課】 

そうなってくると、奨励金の対象にはなってこない。 

 

【Ｄ委員】 

 そもそも、この事業の目的があるが、お金を出す目的が、よく分からない。 

 穂積小と言われたが、巣南地区は、例えば昔でいう廃品回収、それも一切ないし、子供会

もないというような地区が結構多い。どうしてかと言うと、巣南地区は子供が少ないという

のがある。 

 そうすると、全然回収云々の問題ではないということで、お金を出す理由が、基本的に分

からないので、教えてもらいたい。 

 

【担当課】 

この事業というのは、合併前から各々の市町にあり、当然そのころの資源化というのが必

要な時代であった。どうしても資源化推進とか、そういった環境学習をやりたいという状況
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は、今と変わらない状況で、あくまでも団体に絞っているが、やはりやっていただいたとこ

ろにはそれなりの奨励金をお支払いするので、積極的にやってくださいといった、積極的に

やって欲しいという行政からの働きかけだと思っている。 

 

【Ｄ委員】 

 分別回収というのは、結構行き渡っている、例えば、ペットボトルの外の包み紙を全部包

んだものを全部取り外して、真っ白な、何もない状態でペットボトルのところに入れる、徹

底されている。本当に素晴らしいと思って、あっという間に実施された。 

 だから例えば、親が指導をしないと子供、例えば小学校に置いてあるからと言っても、そ

れがうまくいくかどうかというのはやはり大人、親がそういう指導、というか子供と一緒に

入れに行くのももちろんであるが、取らなきゃいけないというのも親が言わないと子供自体

は取らない。 

 今、ペットボトルきれいな状態で、スーパーとかの入り口に置いてある機械になんで入れ

るかといったら、ポイントがたまるからということがある。例えば。やはり入れることによ

って、子供は楽しいし、多少ポイントが付いたら、ごみ袋がもらえるとか、メリットがある

からする 

 そうすると、おじいちゃんおばあちゃんが入れるだけでなくて、一家のものを全部そうや

って分別して出していくので、その状態で、今、集団云々というので、こういった事業があ

るということが、もうちょっと時代というか、それに合わないような気がするが。 

 子供たちに対してというのは親が教えれば、それは分かる。親がやれば分別回収はできる

かという感覚である。このため、これはこういうものを出して、これは出しちゃいけないと

か、これは中をきれいにしなきゃいけないとか、そういったことは家の中で親がいう。ボッ

クスのない小学校はどうするかという話、現実にできないところはどうするかと。 

 

【Ｇ委員】 

 小学校にボックスが設置されていないところはあるのか。 

 

【Ｄ委員】 

 全部あるのか。 

 

【Ｇ委員】 

ほぼほぼ、各学校にあると思う。 

 

【Ｄ委員】 

 そこに分別して入れれば。 

 

【Ｇ委員】 

 分別というか資源を入れて欲しい。 

 

【Ｄ委員】 

 資源を入れればお金が入る。その学校に入る。 

 

【Ｇ委員】 

市内のある業者は、おそらく全ての学校を網羅されている。少し違うが、あくまで御厚意

でいただいているので、それとは別に自分たちもそういう意識付けをもって、そういう意識

付けは、今の若い世代の親さんは、実はやろうねと言っている家庭は、ＰＴＡの活動として

やらないと、やらない人も結構いるかもしれない。というのは、もう若夫婦だけで住んでい

る。お母さんもお父さんも働きに出て、家にいないので、夜ワーッと帰ってきて、ワーッと
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家事してとなると、きれいにそういうことをやっているのは難しい場合もある。一応集団で

も動かないと、そういう意識は維持できないと思うところもある。 

 

【Ｄ委員】 

 各自治体が分別回収しているので、どうなのかと思う。業者さんが来ても残してある。ダ

メなものは、それを当番が見て、当番が引き取る。そこまで徹底されているので、各自治会

とか地区で、どうなのかということを思う。 

 

【会長】 その他いかがか。 

 

【Ｆ委員】 

 受益者が小学校となると、より一層評価を慎重にしたいと思っている。事業概要に回収方

法がいわゆる対面だとかそういうことはないが、財政部局は実質的な活動は対面じゃないか

らって言っている。担当課はどう受け取っているか。担当課からすると、やることやってい

るということか。 

 

【担当課】 

担当課として、まず目的が資源回収とあとごみ減量化を図る、あと子供たちの学習という

ところにあるから、その方法については、特段要項等にも謳われているわけではない、色々

な工夫をされて、今の形があるという風な認識をしている。 

 

【Ｆ委員】 

 そうすると、財政部局にお尋ねするが、今担当課から言われた、回収方法についてはとい

う話で、そこに対してだからこそ、４の事業規模縮小という理由に上がってくるか。 

 

【事務局】 

４にした理由は、対面の方は改善して欲しいというのがあるが、金額の方がウエイトが高

いため。近隣と比べると、瑞穂市は、だいぶ高いのではないかということで４の事業規模縮

小とした。 

 

【Ｆ委員】 

近隣と横並びだったら、また話は違うということか。 

 

【事務局】 

そうすれば、改善しながら継続。 

 

【Ｆ委員】 

分かった。 

 

【副市長】 

先ほどＧ委員の話の中で一生懸命ＰＴＡの方が活動しているというのは聞いたが、資源回

収の目的ということで、子供たちの目の触れるような活動であったりというのは聞いてい

る。 

 私の地元でも回収するボックスがあるが、私もそこへ出そうということで行くと、段ボー

ルの箱のまま置いてある。そうすると、もう入らないのでということで苦情が来て、もう１

つつけて欲しいということで、美江寺駅前に１つ、市が設置した。 

 そこで思ったのは、そういう時こそ、やはりＰＴＡの方が、出される方のマナーも教えて

いかれるべきかという風に思ったし、もう１つは、今教育委員会に依頼をしているが、ＰＴ
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Ａ活動、このお金が何に使われているかというところが一番大切かと思う。そこのところも

判断して、過去にはそういったお金を学校で何か要るものないかということで備品を買われ

たり、そういうことに使われていたところもある。 

 このため、今その調査を、今、Ｇ委員の話を聞くとＰＴＡ活動の方でお金を使ってると思

うが、そうでないところもあるもので、一度私どももその使い道について調査を今かけてい

る。背景などもあり、ある小学校では、学校運営協議会の方々でボランティアで草刈りをや

ったり、色々やられる時の夏の暑いときのお茶を出していただいたり、そういうことに使っ

ているとこもあって、私はその使い道もやはり大切かという風に思うので、教育委員会に徹

底していただき、正しい使い道を依頼しているところである。少し違うかもしれないが、そ

こも今調査しているところであるので、よろしくお願いしたい。 

 

【会長】 

 他の意見を求めた。 ～なし～ 

 

～採決記入 ・事務局により評価用紙回収   ・会長副会長による集計～ 

 

１番の現状のまま継続が１名、２番の改善しながら継続が４名、事業規模縮小が３名であ

る。 

 委員会の結果も踏まえ、今後の事業の在り方を御検討いただきたい。 

 

本日予定していた議題について、審議終了の旨確認。 

次回の会議の日程等は、令和８年２月１３日（金曜日）午後６時００分から瑞穂市役所穂

積庁舎にて決定。 

資料は、後日送付することした。 

 

閉会 

 

事務局 

(担当課) 
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